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総務委員会 
 

総務調査室 

１ 地方行政 

(1) 持続可能な地方行財政の在り方 

ア 持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会 

急速に人口減少・少子高齢化が進む中、地方公共団体においては、技術職員、保健師、

デジタル人材などの専門人材等の不足が喫緊の課題となっている。このため、総務省は、

令和６年 11月から「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」を開催し、人材不足

が深刻化する状況下においても、地方公共団体の事務処理を持続可能なものとするための

対応方策等について検討を行った。 

令和７年６月に取りまとめられた報告書では、国と地方が連携して、市町村における各

事務処理に関する課題への対応方策を検討し、例えば、小規模団体では件数が少なくノウ

ハウが蓄積されない事務を広域処理することや、国・都道府県・市町村間で事務の内容が

類似するものは国や都道府県が処理することなど、これまでとは異なる新たな視点で行政

サービスの提供の在り方を見直すことが求められるとした。その上で、地方の検討状況を

踏まえ、国として制度上対応すべきものについては、国・都道府県・市町村の役割分担の

変更等の制度の見直しを行うことも考えられるとしている。 

 

イ 大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ 

大都市地域における課題については、アの研究会の下で「大都市における行政課題への

対応に関するワーキンググループ」が開催され、大都市制度の在り方や大都市圏での広域

的な取組に関し、対応の方向性などが検討された。 

令和７年６月に取りまとめられた報告書では、新たな大都市制度としての「特別市」制

度（道府県に包含されない一層制の地方公共団体を設置するもの）について、様々な評価

が見られるため、引き続き議論が必要であるとされた。その上で、「特別市」制度を検討す

る際の課題として、①広域自治体が分割されることによる影響、②住民自治の確保、③「特

別市」移行の要件・手続の観点から論点が整理された。 

これに対し、従来から「特別市」制度の導入を提案してきた指定都市市長会は、同年11

月、同報告書で挙げられた論点に対する考え方や、制度の法制化案等について、「多様な大

都市制度実現プロジェクト報告書」として取りまとめた上で、翌12月、林総務大臣に提出

し、「特別市」制度の法制化を次期地方制度調査会の諮問事項とするよう求めた1。 

 

ウ 第34次地方制度調査会の発足 

 アやイの議論などを踏まえ、令和８年１月 19日、第 34次地方制度調査会2が発足し、高

 
1 『時事通信社iJAMP』（2025.12.4） 
2 地方制度調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する重要事項を調査審議するため、「地方制度

調査会設置法」（昭和27年法律第310号）に基づき内閣府に置かれるもので、国会議員、地方議会議員、地方公
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市内閣総理大臣から、「人口減少により深刻化する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展

等の課題に対応し、将来にわたり、地域の特性に応じて、持続可能かつ最適な形で行政サ

ービスを提供していくため、国・都道府県・市町村間の役割分担、大都市地域における行

政体制その他の必要な地方制度の在り方について、調査審議を求める。」との諮問が行われ

た。今後、同調査会に設置された専門小委員会を中心に調査審議が進められ、２年以内に

答申が取りまとめられることとなる。 

 

(2) ふるさと住民登録制度の創設 

政府は、令和７年６月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」において、住所地以外

の地域に継続的に関わる者を登録することで関係人口を可視化し、地域の担い手確保や地

域経済の活性化等につなげる「ふるさと住民登録制度」を創設することとしており、今後

10年間で実人数1,000万人、延べ人数１億人を目指すことを当面の目標としている。 

報道3によると、特産品の購入など気軽な形で接点を持つ「ベーシック登録」（仮称）と

ボランティアや二地域居住している人など地域活動の担い手になる「プレミアム登録」（仮

称）を設けるとされている。いずれも希望者がスマートフォンの専用アプリで申請し、自

治体が登録証を発行してイベント等の情報提供を行う。プレミアム登録は、自治体が指定

する活動に年３回以上参加する人を対象とし、一人３自治体を登録の上限とすることや、

マイナンバーカードでの本人確認を求め、１年ごとの更新制とすることが検討されている。

また、プレミアム登録者に対しては、交通費の補助や公共施設の利用など、自治体が独自

の支援策を提供できるようにすることが想定されている。 

総務省は、令和８年度に同制度に取り組む自治体に対する特別交付税措置を創設すると

ともに、モデル事業の実施によりアプリの機能改善等を進め、早ければ令和８年内にもア

プリを正式リリースし、制度の本格運用を始める予定としている。 

なお、一部の自治体では類似の取組を先行して実施している事例があるが、継続的に登録

者を増やし地域の担い手として関わりを持ってもらうことの難しさを指摘する意見もある4。 

 

(3) 広域リージョン連携の推進 

人口減少が進む中にあっても、地域の経済成長を維持し、持続可能な地域社会を構築し

ていくことが重要であるが、地域における経済活動や人々の生活は、自治体の区域に限定

されるものではなく、単独の自治体では効果的な施策を展開することが難しい面がある。

このため、政府は、都道府県域を超えた新たな官民の広域連携の枠組みとして「広域リー

ジョン連携」を創設し、地域の成長やイノベーション創出につながる取組を面的かつ分野

横断的に広げていくとしている。 

 
共団体の長等及び学識経験者のうちから内閣総理大臣が任命する委員30人以内で組織され、委員の任期は２

年とされている。 
3 『時事通信社iJAMP』（2025.12.22、11.26）、『共同通信社 国政フォーカス』（2025.12.17）等 
4 『時事通信社iJAMP』（2025.9.22） 
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令和７年９月に総務省が制定した「広域リージョン連携推進要綱5」によると、「広域リ

ージョン」は、複数の都道府県にまたがる区域の自治体と経済団体や企業、大学、研究機

関等の多様な主体により構成される。この枠組みの下で、参加する各主体は、共同で宣言

を行い、策定したビジョンに基づき、主に産業振興（産業クラスター形成、スタートアッ

プ支援、農林水産物の輸出促進等）や地域資源を活用した観光振興、交通の分野において、

複数のプロジェクトに連携して持続的に取り組むとしている。実施するプロジェクトに対

する国の支援措置としては、①地域未来交付金や各府省の補助事業等の活用、②「地域未

来基金費（仮称）」（都道府県に対する普通交付税措置（２のエ参照））の活用、③支障とな

る規制の緩和等（地方分権改革に関する提案募集・特区制度の活用等）が示されている。 

令和７年 12月までに、中国、九州、北陸３県、関西、中部、東北の６地域が広域リージ

ョン連携宣言を行っている。今後、各地域でビジョンの策定が進められるが、九州では、

半導体産業の集積に向け、新たな特区制度の創設等を要望することも検討されている6。 

 

２ 地方財政 

令和８年度地方財政対策 

政府は、令和８年度の地方財政の運営方針を定める「令和８年度地方財政対策」を令和

７年12月26日に決定した。今後、この地方財政対策を踏まえ、「令和８年度地方財政計画」

が策定されるとともに、同計画を踏まえ、地方交付税の総額の特例等を定める地方交付税

法等改正案が立案され、今国会に提出されることとなる。 

令和８年度地方財政対策の主な内容は、次のとおりである。 

 

ア 一般財源総額の確保等 

令和８年度の一般財源（使途の制限がない地方税、地方交付税等）の総額は、前年度比

4.4兆円増の72.0兆円であり、水準超経費7を除く交付団体ベースで前年度比3.7兆円増の

67.5兆円が確保された。このうち、地方税は47.8兆円（前年度比2.4兆円増）となり、地方

譲与税は3.2兆円（同0.2兆円増）、地方特例交付金等は0.8兆円（同0.6兆円増）8となった。

また、地方交付税は、８年連続の増加となる20.2兆円（同1.2兆円増）が確保された。 

一方で、財源不足は1.0兆円（同0.1兆円減）に減少し、これに伴い、財源不足に対処す

るために発行する臨時財政対策債（赤字地方債）は、令和７年度に引き続き、新規発行額

ゼロとなり、令和８年度末の累積残高も38.6兆円（同3.7兆円減）となる見込みとなってい

る。加えて、「臨時財政対策債償還基金費（仮称）」（0.8兆円）を創設するほか、交付税特

別会計借入金について、既定の償還額を1.5兆円上回る2.2兆円を償還するとともに、0.7兆

 
5 令和８年１月 28 日 一部改正 
6 『日本経済新聞（電子版）』（2025.10.28） 
7 地方交付税の交付を受けない地方団体（不交付団体）の財源超過額に相当する額である。令和８年度の水準

超経費は4.5兆円（前年度比0.7兆円増）となり、平成２年度（4.0兆円）を超え、過去最高額となっている。 
8 当分の間税率（軽油引取税、地方揮発油譲与税）、環境性能割（自動車税、軽自動車税）廃止に伴う令和８年

度の減収（0.6兆円）については、地方特例交付金により全額補塡することとされている。 
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円を国の一般会計に承継9することにより、合わせて2.9兆円の残高を縮減するなど、地方

財政の健全化に向けた取組を進めている。 

 

イ 物価高・官公需の価格転嫁への対応 

物価高の中で、ごみ収集や学校給食などサービス・施設管理の委託料、道路や河川等の

維持補修費、改修等に係る投資的経費など、様々な分野における地方団体のコスト増にき

め細かに対応するため、5,850億円を増額計上することとした。また、物価上昇を上回る賃

上げの実現のため、地方団体の官公需における適切な価格転嫁の取組の推進が求められて

いることを踏まえ、普通交付税の算定費目「地域の元気創造事業費」において、新たに「価

格転嫁分」（1,000億円程度）を創設し、価格転嫁に積極的に取り組む地方団体の財政需要

を普通交付税の算定に反映することとした。 

 

ウ いわゆる教育無償化への対応等 

いわゆる教育無償化に係る地方負担（3,600億円程度）については、地方財政計画の歳出

に全額計上するとともに、地方の安定財源を確保した上で、一般財源総額を増額確保する

こととし、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額

に算入することとした。 

また、いわゆる高校無償化による公立高校への影響を考慮し、地方団体が地域の実情に

応じて公立高校等における今後の社会・経済の発展を支える人材育成に向けた取組を進め

られるよう、新たに「高等学校教育改革等推進事業費（仮称）」（1,000億円）を計上し、「高

等学校教育改革等推進事業債（仮称）」（事業期間：令和８年度～13年度、充当率90％、交

付税措置率50％）を創設することとした。 

 

エ 「地域未来基金費（仮称）」の創設 

地域未来戦略（令和８年夏を目途に取りまとめ）を踏まえ、「強い経済」の実現の観点か

ら、地域ごとの産業クラスターを全国各地に形成するとともに、地場産業の付加価値向上

と販路開拓を推進し、地方から日本を成長軌道に押し上げるため、単年度の措置として「地

域未来基金費（仮称）」（4,000億円）を創設することとし、都道府県が複数年度にわたる取

組を計画的に推進できるよう、基金の設置に要する経費を普通交付税の基準財政需要額に

新たな算定項目「地域未来基金費（仮称）」を設けて算定することとした。 

 

オ 防災・減災対策の推進 

自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、地方団体が単独事業として実施する防災・

減災、国土強靱化の取組を一層推進できるよう、「緊急防災・減災事業費」及び「緊急自然

災害防止対策事業費」について、対象事業を拡充した上で、事業期間を令和12年度まで５

 
9 当分の間税率、環境性能割廃止に伴う地方特例交付金の措置に際しては、国債発行額が増加しないよう、同

特例交付金の同額相当である0.7兆円を地方交付税の総額から減額して財源を確保するとともに、交付税特別

会計借入金に係る元金償還額のうち0.7兆円を、国の一般会計の借入金に振替整理することとしている。 
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年間延長することとした（事業費は前年度と同額）。 

 

カ 公営企業の経営基盤の強化 

地方団体が、上下水道事業の広域化等を始めとする公営企業の経営改善の取組を円滑に

行うことができるよう、これらの取組に伴い公営企業に係る特別会計の廃止等を行う場合

に一般会計等が負担する必要がある経費（施設撤去費等）を対象として、当分の間、償還

期限を原則10年とする「公営企業経営改善特例債（仮称）」（充当率100％）を発行できるこ

ととし、負担の平準化を図ることとした。 

なお、政府は、この措置を講ずるため、地方財政法（昭和23年法律第109号）の改正を行

うこととしている。 

 

３ 地方税 

(1) 令和８年度税制改正要望 

令和７年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025」においては、コ

ストカット型経済から脱却し、成長型経済への移行を実現するとの基本的考え方の下、経

済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子高齢化、グローバル化等の経済社会の構

造変化に対応した在るべき税制の具体化に向け、包括的な検討を進めるとされたほか、東

京一極集中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団

体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、税源の偏在性が

小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むことが明記された。 

その後、令和８年度税制改正に向けて、令和７年８月末までに各府省庁から総務省に地

方税についての改正要望が提出された。主な改正要望としては、住宅関係諸税に係る所要

の措置、大胆な設備投資促進税制の創設、自動車関係諸税の課税の在り方の検討、中小企

業による研究開発投資拡大に向けた特例措置の創設、地方における企業拠点の強化を促進

する税制措置の拡充及び延長等であった。 

 

(2) 軽油引取税の当分の間税率の廃止 

参院選後の令和７年７月30日、自由民主党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民

民主党、日本共産党は、「ガソリンの暫定税率」の廃止について、地方財政への配慮等の課

題を含め、速やかに与野党合意の上で法案を成立させ、同年中のできるだけ早い時期に実

施することとした。 

これを受け、地方六団体等は、地方の減収に対しては代替となる恒久財源を措置するな

ど、国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来世代の負担にも十分配

慮の上、責任ある議論を進めていくことを求める緊急提言10を行った。 

与野党間の協議を経て、令和７年11月28日には「租税特別措置法及び東日本大震災の被

 
10 地方六団体及び指定都市市長会「いわゆる『ガソリンの暫定税率』廃止に関する緊急提言」（令和７年８月

27日） 
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災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」（令和７年法

律第81号）が成立し、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率を同年12月31日に廃止す

るとともに、軽油引取税の当分の間税率については、令和８年４月１日の廃止に向けて、

政府が法制上必要な措置を講ずるものとされた。 

なお、地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結

論を得ることとされた。その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運

営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応することとされた。これを受

け、政府は、令和８年度地方財政対策において、軽油引取税の当分の間税率廃止に伴う令

和８年度の減収について、地方特例交付金により全額補塡することとしている。 

 

(3) 「自動車関係税制のあり方に関する検討会」での検討 

令和７年度税制改正大綱（令和６年12月20日 自由民主党、公明党。以下「令和７年度与

党大綱」という。）において、自動車税等の車体課税については、取得時における負担軽減

等課税の在り方を見直すとともに、自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の税負担の

在り方等について検討し、令和８年度税制改正において結論を得ることとされた。 

これを受けて、地方財政審議会の下で、「自動車関係税制のあり方に関する検討会」が開

催され、令和８年度税制改正に向けて、専門的検討を行うこととされた。 

同検討会は、関係者の意見を聴取しつつ検討を行い、令和７年11月に「自動車関係税制

のあり方に関する検討会報告書」を取りまとめた。同報告書では、道路の整備・管理をは

じめとする自動車関連行政サービスの費用は自動車関係諸税の税収を上回っており、自動

車税・軽自動車税は地方団体の貴重な財源として、引き続き重要な役割を果たす必要があ

るとして、地方財源の確保、自動車産業の国際競争力強化、環境性能の高い車両の普及促

進等の観点から、環境性能割の単純廃止は適当ではないこと、ＥＶ等に係る新たな課税の

基準は「車両重量」とすることが適当であること等の提言が行われた。 

 

(4) 「地方税制のあり方に関する検討会」での検討 

令和７年度与党大綱では、地方税について、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方

税体系の構築に向けて取り組むことが明記された。特に、住所地課税の例外11となっている

道府県民税利子割について、インターネット銀行の伸長等の経済社会の構造変化により、

在るべき税収帰属との乖離が拡大している12ことから、税収帰属の適正化のための抜本的

な方策を検討し、令和８年度税制改正において結論を得ることとされた。 

これを受けて、地方財政審議会の下で、「地方税制のあり方に関する検討会」が開催され、

 
11 利子割を含む個人住民税は、地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分任するという性格を有し

ており、納税義務者である個人の住所地で課税されることが原則である。利子割については、住所地課税の原

則の例外として、利子等の支払等をする者の営業所等の所在する都道府県で課税する制度とされている。 
12 営業所等を持たないインターネット銀行で口座を開設する場合、当該口座に係る利子割の課税団体となる営

業所等所在地は、本店の所在地となる。そのため、インターネット銀行の口座を持つ個人が当該口座で支払を

受ける利子に係る利子割は、当該個人の住所地にかかわらず、全て本店所在地の都道府県に納入されること

となる。 
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道府県民税利子割の税収帰属の適正化についての検討や、地方団体間の税収の偏在や財政

力格差の状況について原因・課題の分析等が行われた。その結果、令和７年11月に、「地方

税制のあり方に関する検討会報告書 ― 地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差に係る

原因・課題の分析等 ―」及び「地方税制のあり方に関する検討会報告書 ― 道府県民税利

子割の税収帰属の適正化 ―」が取りまとめられ、東京一極集中がもたらす課題や税収の偏

在是正の必要性、道府県民税利子割における税収帰属の適正化に係る具体的な対応策等に

ついて示された。このうち、道府県民税利子割については、特別徴収義務者や地方団体の

事務負担を考慮し、清算制度の導入を検討すべきとされた。 

 

(5) 令和８年度税制改正大綱 

令和８年度税制改正大綱（令和７年12月19日 自由民主党、日本維新の会。以下「令和８

年度与党大綱」という。）においては、地方税に係る主なものとして、道府県民税利子割に

係る清算制度の導入、ふるさと納税制度の見直し、自動車税・軽自動車税の環境性能割の

廃止、軽油引取税の当分の間税率の廃止、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体

系の構築等が示された。 

これを受けて政府は、令和７年12月26日、令和８年度与党大綱のうち令和８年度税制改

正の具体的内容に係るものを「令和８年度税制改正の大綱」として閣議決定した。 

 

４ 情報通信 

(1) インターネット上の違法・有害情報への対応 

ア 課題 

ＳＮＳ等において、闇バイトの募集、オンラインカジノへの誘導、なりすまし偽広告に

よる投資詐欺、さらに真偽不明な情報による有権者の投票行動への影響など、違法・有害

情報の流通に伴う弊害が深刻化している。情報流通プラットフォーム対処法13において、大

規模プラットフォーム事業者14は自ら定めた削除基準に基づき情報の削除等が可能とされ

ており、事業者が、法令違反となる情報を例示した総務省の違法情報ガイドライン15に即し

て削除基準を策定・運用し、適切に対応することが期待されている。 

また、事業者の適切な対応を促進するため、都道府県警察等の行政機関は違法情報を確

認した場合に削除依頼や情報提供を行っているが、受付体制や対応については事業者によ

って差異が生じている16。 

 

 
13 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137

号) 
14
 総務省は、アクティブユーザ数や投稿数が一定数を超えるサービスを提供する者として、令和８年１月時点

で、Google（YouTube）、LINEヤフー（Yahoo知恵袋、LINEオープンチャット等）、Meta（Facebook、Instagram

等）、TikTok、X等の９社を指定している。 
15 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイド

ライン」（令和７年３月11日制定。同年９月25日改定）。令和７年のギャンブル等依存症対策基本法改正を踏ま

え、違法となるオンラインカジノに誘導する情報の発信行為の例などを追加する改定がされた。 
16 「デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ」（第８回）配付資料 
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イ 総務省の検討 

総務省の「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」による「中

間取りまとめ」（令和７年９月）では、対象を違法情報のうち権利侵害情報及びその他違法

情報（法令違反情報）並びに有害情報に３分類し、対応の方向性を示した。このうち、情

報流通プラットフォーム対処法における「削除対応の迅速化規律17」の対象となっていない

法令違反情報への対応について、「違法性の判断が可能な専門の行政機関からの通報を受

け付け、優先的に対応する体制整備を大規模プラットフォーム事業者に求めることは、制

度的対応の方向性として有効な手段」と提言した。同時に、通報された情報が機械的に削

除された場合には事実上の行政による検閲のリスクが生じかねないことから、対応の迅速

化の必要性と表現の自由を制約する懸念とのバランスに配慮しつつ、制度の必要性を精査

していく必要があるとした。 

また、削除あるいは表現の自由への制約が比較的小さいと考えられる措置18等によって

違法・有害情報が流通するリスクの軽減措置を事業者に求める法制度の必要性も検討され

たが、まずは、業界団体が「行動規範」を速やかに策定し、事業者による自主的な対応を

促す方向性が示された。 

今後、総務省においては、この中間取りまとめを踏まえつつ、制度的対応について検討

を深化させ、また、先述の「行動規範」の策定支援を行うこととなる。 

 

(2) 携帯電話不正利用防止法の見直し 

近年、詐欺等の手口が一層複雑化、巧妙化しており、「国民を詐欺から守るための総合対

策２．０」（令和７年４月犯罪対策閣僚会議決定）では、政府を挙げた取組を抜本的に強化

するとされ、ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺対策として各種サービス利用者の本人確認

強化等が示された。総務省の「ＩＣＴサービスの利用環境の整備に関する研究会」におい

ても、同月から携帯電話の本人確認ルールの厳格化等の議論が開始され、同年９月に報告

書で今後の取組の方向性が提言された後、令和８年１月に総務省から携帯電話不正利用防

止法19の具体的な見直し事項が示された20。その内容は、データＳＩＭ21が詐欺等に悪用さ

れている実態を踏まえ、データＳＩＭに係る役務を本人確認義務等の措置の対象に追加す

ること、特定の個人による通常想定されない回線数の契約の場合に事業者が役務の提供を

 
17
 大規模プラットフォーム事業者に対して、権利侵害の被害を受けた本人からの削除申出窓口の設置や削除申

出に対する原則７日以内での応答義務等を課している。 
18 情報の可視性に与える影響が小さい措置。例えば、不適切な内容を投稿しようとする発信者に対する警告表

示や、収益化の機会を失わせる措置（収益化停止措置）などが挙げられる。 
19 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法

律」（平成17年法律第31号）。音声ＳＩＭの契約締結時における携帯電話事業者への本人確認義務等を定めて

いる。 
20 「ＩＣＴサービスの利用環境の整備に関する研究会」（第９回）（令和８年１月 26 日） 
21
 Subscriber Identity Module（契約者識別モジュール）。携帯電話等の利用に当たり、契約者を特定するた

めの情報を記録した電磁的記録媒体。音声通信に使用する音声ＳＩＭとデータ通信専用のデータＳＩＭに大

別される。 
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拒否できるようにすること等であり、今後、同法改正案の国会提出が見込まれている22。 

 

５ 放送 

(1) 放送事業者におけるガバナンス確保 

 令和６年 12 月のフジテレビジョンにおける人権侵害に関する報道を契機として、同社

とその親会社（フジ・メディア・ホールディングス）において、数々の不適切な業務管理

や被害者への対応が判明した。これに対し総務省は、「放送を公共の福祉に適合させ、その

健全な発達を図ろうとする放送法23の目的に照らし、極めて遺憾である」として、令和７年

４月、両社に対して厳重注意するとともに、人権尊重、コンプライアンスやガバナンスに

関する施策の実効性の確保等を要請した24。 

さらに、総務省が同年６月から開催した「放送事業者におけるガバナンス確保に関する

検討会」が令和８年１月に公表した取りまとめにおいては、高い公益性・公共性を有して

いる放送の信頼性を維持・向上させるため、放送事業者自らガバナンスを確保することを

原則としつつ、業界団体がガバナンス確保のための指針を策定し25、これに基づいて各放送

事業者は具体的な取組を実施すべきとされた。また、総務省に対しては、放送がその社会

的役割を果たし続けることができるよう、速やかに制度改正等の必要な措置を講ずること

を求めた。 

総務省からは、同月、この取りまとめを踏まえ、①経理的基礎が基幹放送の業務等の維

持に支障を来すおそれがある特別の事情が生じたときは、放送事業者が、遅滞なく、総務

大臣に報告する手続を設けること、②放送事業者が業務の適正を確保するために必要な体

制の整備の取組をその経営の規模等に応じ、十分に行っていること等について、免許審査

で確認すること等を内容とする関係省令等の改正案が公表されている。 

 

(2) 民間放送事業者の中継局維持に対する支援 

地上デジタルテレビジョン放送の開始（平成 15年）から 20年以上が経過し、全国各地

に設置された中継局設備は更新時期を迎えつつあるが、経営環境が厳しい民間放送事業者

にとっては、その更新に伴うコストが大きな負担となっている。このような状況を踏まえ、

令和５年に放送法が改正され、ＮＨＫの中継局設備を民間放送事業者が活用すること（共

同利用）が可能となった。 

ＮＨＫは令和６年 12月に子会社（日本ブロードキャストネットワーク）を設立し、令和

７年中の民間放送事業者の資本参加とＮＨＫの還元目的積立金26600 億円を活用した同社

による共同利用事業の本格化の方針を示していた。しかし、ＮＨＫは令和７年９月に同事

 
22 『読売新聞』（2026.1.27）等 
23 「放送法」（昭和25年法律第132号） 
24 総務省「株式会社フジテレビジョンに対する措置等」（令和７年４月３日） 
25
 日本民間放送連盟は、令和７年12月にコーポレート・ガバナンスの確保に資する事業を行うことを明確にす

るための定款変更を行っているほか、令和８年１月には「民間放送ガバナンス指針」を制定している。 
26 受信料の引下げを通じた視聴者への還元等を目的として、ＮＨＫの剰余金の一部を積み立てたもの。 
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業の採算性等を理由として方針の変更を表明し、ＮＨＫ令和８年度予算には、同社への 191

億円の追加出資27を計上する一方、民間放送事業者の中継局の更新経費を助成するための

基金として 400 億円の出捐を計上している。 

 

６ 郵政事業 

(1) 郵便料金制度の見直し 

郵便料金については、適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであることを前

提としながらも、ユニバーサルサービスである郵便の役務の性質上、低廉な水準であるこ

とが求められてきた。このため郵便法では、料金の変更に当たっては原則として総務大臣

への事前の届出を日本郵便㈱に求めているほか、25グラム以下の「定形郵便物」の料金に

ついては「総務省令で定める額を超えないものであること28」としているなど、不当に高額

な料金の設定を防止している。 

令和６年10月には、郵便物数の減少等による郵便事業の収支の悪化に対応するため料金

が値上げされたが、その後も郵便事業の収支の悪化が見込まれ料金の値上げが短期間に複

数回必要となることが見込まれた。情報通信行政・郵政行政審議会において、改定に当た

り省令改正の手続に一定の時間を要し機動性に課題があることや、日本郵便㈱の経営判断

に基づく主体的な料金変更が現行制度では困難であること等が意見として提示されたこと

を踏まえ、同審議会の答申では、総務省に対し、必要に応じて料金に係る制度の見直しも

視野に入れ検討を行うことが要望されていた29。 

こうした状況を踏まえ、情報通信審議会・郵政政策部会は令和７年７月、日本郵便㈱の

発意に基づき上限料金の設定等の手続を行う制度の導入を検討することが望ましい旨答申

30した。これを受け、今後、郵便法改正案の国会提出が見込まれている。 

 

(2) 日本郵便㈱の点呼業務不備問題等の不祥事 

日本郵便㈱は、法令に基づく点呼業務31を実施せずに配達業務を行っていたとして、令和

７年６月以降、国土交通省から、１ｔ以上の車両全台（約 2,500 台）及び一部の軽四車両

について使用停止の行政処分を科せられている32。また、総務省からは、同月に「郵便のユ

ニバーサルサービスの確実な提供の維持」に係る措置の実施及びその状況について毎月末

の報告等を命じられた33。 

 
27 約９億円出資済み 
28
 「郵便法」（昭和22年法律第165号）第67条第２項第３号 

29 情報通信行政・郵政行政審議会「令和５年12月18日付け諮問第1244号 答申」（令和６年３月７日） 
30 情報通信審議会 郵政政策部会「郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を踏まえた郵便料金に係る制度の在

り方＜令和６年６月24 日付け諮問第1239号＞答申」（令和７年７月31日） 
31 貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条に基づき、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等

に対して酒気帯びの有無等の確認を行うもの。 
32 貨物自動車運送事業法に基づくもので、１ｔ以上のトラックについては、令和７年６月の処分により原則と

して５年間の使用停止となる。軽四車両については、令和７年10月以降、１台当たり最大160日間の使用停止

の処分が順次科され、同年12月時点で対象となった郵便局は1,000局を超えている。 
33 総務省「日本郵便株式会社法第15条第２項に基づく監督上の命令等について」（令和７年６月25日） 
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一連の処分に対して、同社は従来どおりのサービス提供を継続するため他の運送業者へ

の委託等を行っているが、委託費の増加による事業悪化や保有車両の少ない地方の郵便局

での負担増加が懸念されるほか、他社への荷物の集中による物流への影響も指摘されてい

る34。 

 日本郵便㈱をめぐっては、このほかにも、誤配や苦情があった際などにその委託業者か

ら高額な違約金を徴取していたとして公正取引委員会から行政指導（令和６年６月）を受

けていたことが翌年１月に発覚したほか、郵便物の放棄・隠蔽等の事案の一部を公表して

いなかったことについて、総務省から公表基準の明確化について改善を再び促す行政指導

（令和７年９月）を受けるなど不祥事が続いており、同社のガバナンス不全が度々指摘さ

れている35。 

 

７ 消防行政 

救急業務をめぐる課題と対応 

近年、救急車による救急出動件数は、高齢化の進展等を背景として増加傾向36にある。令

和６年は、772万件（対前年比８万件増）となり、３年連続で集計開始以来最多を更新した。

また、病院収容所要時間（119番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間）は、

令和６年の全国平均で約44.6分となっており、対前年比では1.0分短縮されているものの、

コロナ禍前の令和元年と比べると約5.1分延伸している37。このような状況の下、限りある

資源をより緊急性の高い事案に投入するためには、救急車の適時・適切な利用を推進する

必要がある。 

そこで、消防庁は、住民が急な病気などの際に救急車を呼ぶべきかを医師・看護師等の

専門家に電話で相談できる「救急安心センター事業（♯7119）」の全国展開を推進しており、

令和８年２月１日時点で、実施地域は全国41地域（37都府県及び４地域）、人口カバー率は

86.6％に拡大している。今後は、更なる実施地域の拡大に加え、同事業の利用を促進する

ため、認知度の向上や、事業の質の向上のための取組が求められる。 

また、消防庁は、救急業務の迅速化・円滑化を図るため、救急隊がマイナ保険証を活用

して、傷病者情報を正確かつ早期に把握する取組（マイナ救急）を進めており、令和７年

10月１日からは、全ての消防本部で5,334隊の救急隊（常時運用救急隊の98％）による実証

を行っている。 

マイナ救急は、原則として、救急隊員が傷病者の同意を得た上で、当該傷病者のマイナ

ンバーカードでオンライン資格確認等システムにアクセスし、傷病者の医療情報等を取得

するもので、救急隊は、取得した正確で詳細な医療情報等を救急業務で活用することがで

きる。これにより、傷病者への負担を軽減しつつ、搬送先医療機関を円滑に選定できるよ

うになるなどの効果が期待されており、実証事業においても、手術歴から推測される既往

 
34 『読売新聞』（2025.12.5） 
35 『朝日新聞』（2025.9.27）等 
36 ただし、令和２年及び３年は、コロナ禍の外出自粛等の影響によって令和元年よりも少なかった。 
37 総務省消防庁「令和７年版 消防白書」（令和８年１月20日） 
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症を搬送先医療機関に伝達し早期治療につながった事例や、正確な薬剤情報を把握し早期

搬送につながった事例などが報告されている。 

一方、マイナ保険証の不携帯などの要因による実施率の低迷や、一刻を争う救急現場に

おける使い勝手の悪さなどの課題も指摘されている38。 

 

内容についての問合せ先 

総務調査室 相原首席調査員（内線 68420） 

 

 

 
38 『中日新聞』（2025.12.1）、『大阪読売新聞』（2025.12.23）等 


